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国立大学法人鹿屋体育大学理事選考規則（平成１６年規則第１５号）第５条の規定により、理事の

職務分担を下記のように定める。 

 

記 

 
理事（教務・学生・研究・ 

国際交流担当） 理事（組織・運営担当） 理事（社会連携担当） 

○教育に関する事項 
○学生に関する事項 
○入試に関する事項 
○就職に関する事項 
○国際交流に関する事項 
○競技力向上に関する事項 
○学術研究に関する事項 
○産学連携に関する事項 
○評価（教育・研究関係）に関する

事項 
○人事（教員関係）に関する事項 

○組織・運営に関する事項 
○経営に関する事項 
○将来計画に関する事項 
○評価（教育・研究関係を除く。）

に関する事項 
○人事（教員関係を除く。）に関す

る事項 
○労務・安全管理に関する事項 
○広報に関する事項 
○情報公開・個人情報保護に関する

事項 
○情報処理に関する事項 
○内部統制に関する事項 

○社会連携に関する事項 
○大学開放に関する事項 
○同窓会との連携に関する 
事項 

 ※理事のうち１人以上が欠員の場合は、その後任が任命されるまでの間は、学長が定めるところに

より、当該理事の職務を残りの理事が分担又は担当するものとする。 

 

 
   附則 
 この裁定は、平成１６年８月５日から施行する。 
 
   附則（平１９．１．３０） 
 この裁定は、平成１９年１月３０日から施行する。 
  
   附則（平２０．８．１） 
 この裁定は、平成２０年８月１日から施行する。 
  
   附則（平２４．９．２０） 
 この裁定は、平成２４年１０月１日から施行する。 
  
   附則（平２６．８．７） 
 この裁定は、平成２６年８月７日から施行し、平成２６年８月１日から適用する。 



 
附則（平２７．３．２７） 

 この裁定は、平成２７年４月１日から施行する。 
 

附則（平３１．１．７） 
 この裁定は、平成３１年１月７日から施行する。 


